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一般的に飲酒は、集中力を低下させ、開放的な気分を助長させ
るなどの作用があると言われており、このような飲酒の影響を受
けた酔客が多い深夜の時間帯において、客にダンスをさせ、享
楽的雰囲気を助長するなどの問題が発生するおそれのあるディ
スコ営業を行うことは容認できない。また、深夜においては酒類
提供飲食店営業が営まれているが、このような営業を営むに当
たっては、風営法により深夜においては客に遊興をさせることが
禁止されており、享楽的雰囲気を助長しないように規制されてい
るところである。なお、お尋ねの「興行場」がどのような営業を示
しているのか不明であるが、風営法では、いわゆるストリップ劇
場等については、店舗型性風俗特殊営業として規制され、都道
府県条例により深夜営業を制限することができることとされてい
る。また、興行場法第２条第１項の許可を受けて営む営業のう
ち、店舗型性風俗特殊営業に該当しないものについては、営業
時間の制限は設けられていないが、その営業者等が公然わい
せつ等の一定の罪を犯した場合において、都道府県公安委員
会が営業の停止を命じることができることとされており、善良の
風俗等を害することがないよう必要な規制が行われている。

　この度の規制特例提案事項は、そもそも、地域への経済効果、雇
用創出、観光業の振興、国際文化交流のために提案するものであ
り、また、特区において、法の精神を尊重しつつ、従来の規制を一
部緩和することにより、大きな経済効果等を創り出していこうとする
ものです。
　一部の規制を緩和することにより、そのデメリットのみに目を奪わ
れる、あるいは、まれにみられる不法行為をもって、そのことで、全
てを語るといったことでは、市場経済のメリット、あるいは、より豊か
な市民生活を享受することは、永遠に出来なくなってしまいます。つ
まり、規制緩和のメリットとデメリットを勘案して論議すべきではない
かと考えます。
　前回の意見提出のとおり、今やディスコは、ダンスをするという場
所にとどまらず、ダンスミュージックを中心とする音楽文化、高い専
門性を持ったDJの創造性、個性ある店舗設計に基づく空間、そして
それらを理解する来場者（顧客）が、一体となって時間、空間そして
感動を共有できる大人のための文化的なレジャー・エンタテインメン
ト施設として市民権を得ていると認識しております。

  風営法上、健全化を図る対象である風俗営業と取締りの対象で
ある店舗型性風俗特殊営業を含む性風俗関連特殊営業は規制
の目的を異にし、その目的に沿った異なった規制がそれぞれなさ
れており、店舗型性風俗特殊営業の営業時間の規制と、そもそも
風営法により深夜営業を禁止している風俗営業の規制を同列に
論ずることはできない。
　　風営法では、風俗営業の営業所の構造又は設備の基準とし
て、騒音又は振動が一定の数値を超えないことを定めているが、
この数値は現行の規制の範囲内で風俗営業を営むに当たっての
基準であり、風俗営業を深夜において営むことを想定した基準で
はない。また、現状においてもディスコ営業に伴う騒音の苦情等が
寄せられている状況にあって、警備員の配置がこのような問題へ
の対応として実効性があるとは考えられない。

一方、風営法では、風俗営業の営業所の構造又は設備の基準
として、騒音又は振動が一定の数値を超えないことを定めてい
るが、これはそもそも現行の規制の範囲内で営業する場合の基
準であって、深夜における営業を想定した規制ではなく、これを
遵守することにより直ちに深夜における営業が許容されるもの
ではないものと考える。また、深夜における営業により、営業所
から直接発生する騒音又は振動による影響のみならず、営業
所の周辺において、深夜に帰参する客による騒音又は振動や、
これらの者による迷惑行為、暴力団等の素行不良者のい集等
により、その周辺の平穏な生活環境が害されるといった問題が
新たに発生することになる。さらに、素行不良者のい集について
は、過去にディスコ内において、その客同士によりＭＤＭＡと言
われる合成麻薬が売買され、その享楽的な雰囲気を増長する
目的で使用されたという事件が発生したこともあり、ディスコがこ
のような犯罪の温床にならないよう警察ではその取締りを強化
しているところである。

　ご回答にて懸念されているところの享楽的雰囲気というものが、
具体的にどういったことを意味するのか、正直分かっておりません
が、ディスコというレジャー施設が、法の精神を遵守しつつ、健全に
営業していくことを否定する理由にはなり得ないと考えます。
  ご回答の中で、ストリップ営業、性風俗営業についての現行規制
について特に例示されておりましたが、この度の提案は、風俗営業
全ての営業時間の緩和を提案しているわけではありません。あくま
でも、ディスコの営業時間の規制緩和です。また、ディスコは、それ
らの性風俗営業とはなんら関係がないため、ご回答のなかで、例示
して懸念するには及ばないと考えております。
　また、騒音・振動ついては、風営適正化法についての東京都の施
行条例に定めている騒音・振動の基準を遵守しております。六本木
地区内のディスコ営業は基本的には商業地域で行われています
が、商業地域も含め条例により時間帯ごとに騒音・振動の基準が
定められており、また、深夜営業の前提としては、条例で定められ
ている深夜酒類提供飲食店営業にかかる深夜時間帯の騒音・振動
の基準を遵守することは当然であると認識しております。

  現在、警視庁では「四地区特別対策　盛り場の環境浄化」を推
進し、違法な風俗営業等の取締りを強化しているほか、官民上げ
てその環境浄化に取り組んでいるところである。六本木地区の
ディスコ営業の状況をみると、その営業に関し、騒音、酔っ払い、
不良外国人のい集、薬物等の問題が発生しているところであり、こ
のような状況において、ディスコ営業のみについて規制を緩和す
ることに何ら理由はないと考える。
　　スーパー等の販売施設が24時間営業が一般化しているが、電
車、バス等の公共交通機関が終夜営業をしていないなどの現状を
みれば、直ちに日本におけるライフスタイルが24時間化していると
は言えないと考えられる。このことから、直ちにディスコ営業の深
夜営業が社会的に許容されているとは考えられない。

警視庁では、違法な風俗営業、客引き、暴力団の徘徊、来日外
国人の薬物密売、違法駐車などの迷惑行為や犯罪行為が発生
している新宿歌舞伎町、池袋、六本木及び渋谷の四地区につい
て、「四地区特別対策　盛り場環境浄化」を推進し、風営法違反
や来日外国人犯罪の取締りを強化しているところであり、このよ
うな六本木地区の「地域の特性」にかんがみれば、ディスコの深
夜営業を認めることは適当ではないと考えられる。諸外国の一
部主要都市ではディスコが深夜営業されているとのことである
が、ディスコが諸外国でどのように規制されているか承知してい
ないものの、それが社会的に許容されるかどうかは、各国の諸
事情によって各国において判断されるものであり、他国と同列に
すべきと一概に判断されるべきものではないと考える。

　ご回答では、様々な不法行為についても懸念を示されています
が、ディスコ営業とこれらの不法行為について、合理的な因果関係
があるとは認識しておりません。むしろ、管轄の警察署の指導も
あって、荷物チェックや施設内の安全確保等を実施しているのが、
実状に近いと思われます。いずれにしても、いつ起きるかわからな
い不法行為の予見のみを持って、経済活動を規制するには当たら
ないと考えます。もちろん、不法行為については、厳正に対処すべ
きであることは言うまでもありません。
　また、地区の特性という観点からは、外国人観光客が数多く訪れ
る街であるという六本木地区の特性を生かすべく、規制の緩和を行
うことが、街の魅力を増し、より多くの外国人観光客の誘致につな
がり、ひいては街の経済振興につながると考えます。
　「盛り場環境浄化」の推進については全く同感するところであり、こ
れは、特区の認定のもとに法令を遵守する事業者が健全に深夜営
業してゆくこととなんら相反するものではなく、健全な営業が、ひい
ては健全な盛り場環境につながるかと思われます。なお、現状とし
ては、違法な営業を行う店舗もあり、法令を遵守している店舗が淘
汰されかねない状況もありますが、法令遵守の店舗については、こ
のたびの提案の検討にあたりバックアップしていただけるものと信
じております。真摯な検討をお願いいたします。

   風俗営業に関わる規制は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保
持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するた
めに設けられているところ、この目的は、国の治安や社会の安全
に関わる強い公共的性格を有するものであることに特段の配意を
する必要がある。また、この規制は、これらの営業が所在する街
の環境保持の観点を含めて規定されているものであり、我が国に
現存する全ての繁華街において、その街づくりを進める上での地
域住民の基本的考え方を反映したものであると考えている。した
がって、現時点では、このような提案を警察庁として認めることが
できない。
　　なお、現在、全国の主要な繁華街・歓楽街においては、安全で
安心なまちづくりのための取組みが官民を挙げて展開されている
が、警察では、このような取組みの一つとして違法な風俗営業等
の取締りを含めた風俗環境の浄化に努めており、今後もその取組
みを一層推進することとしている。
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電気自動車に
ついて自動車
の保管場所の
確保等に関す
る法律の要件
を緩和

自動車の保管
場所の確保等に
関する法律第３
条、第５条、第７
条、第１１条

自動車の保有者は道路上の場所以外の場所において、
当該自動車の保管場所を確保しなければならない。軽自
動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするとき
は、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所を管
轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保
管場所の位置等を届け出なければならず、また、届け出
に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から
１５日以内に、変更後の保管場所を管轄する警察署長
に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場
所の位置等を届け出なければならない（罰則規定あり）。
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用し
てはならず、自動車が道路上の同一の場所に引き続き１
２時間以上（夜間８時間以上）駐車することとなるような行
為はしてはならない（罰則規定あり）。

Ｃ

　平成１６年中における路上の駐車車両への衝突による交通事故は、
人身事故が２，４５９件（負傷者２，７７２人）、死亡事故が９７件（死者１０
８人）発生している状況にある。御提案のように、軽自動車を保管場所
を確保しないまま運行の用に供し、車庫代わり駐車をし、又は長時間駐
車をすることを容認すれば、それに起因する交通事故を増加させ、交通
渋滞を悪化させることとなるなど、道路使用の適正化、道路における危
険の防止及び道路交通の円滑化を図ることに支障を及ぼすこととなる。

右提案主体からの意見に対し回答されたい。

以下の点を考慮のうえ、提案が実現されるよう再度検討されたい。
１．ＥＶ（電気自動車、の軽自動車が今回の主眼）の普及を目的と
したモデル地区（特区）を限定的に設定するという、特区推進への
対応について触れられていない。
１．道路環境（ロケーション）の状況が、既存の一般的状況での事
故などのデータであり、今回のモデル地区では、それらを防ぐため
の方策でもあり（スピードの制限、大型車等の走行制限など）、い
わゆる”生活道路”（住宅地区で拡大している）への指向を重視す
ることへの対応が不明。
１．わかりやすくは、ＥＶの共同利用、的モデル地区の創出であり、
今後、多目的な「エコ・ステーション」（充電、駐車も可能な）の設置
を想定。

C

地区を限定したとしても、当該地区において、軽自動車を保管
場所を確保しないまま運行の用に供し、車庫代わり駐車又は長
時間駐車をすることを容認すれば、それに起因する交通事故を
増加させ、交通渋滞を悪化させることとなるなど、道路使用の適
正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図る
ことに支障を及ぼすことに変わりはない。
生活道路に車庫代わり駐車又は長時間駐車することについても
同様である。
　　なお、自動車の共同利用については、住宅地域などにおい
て、適正な自動車の保管場所を確保した上で、自動車の保管場
所を確保することができない者も共同利用者として参画し運用さ
れている事例がある。その実施については警察署等の関係機
関に相談されたい。
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京都市北区の通称・北山地区をEV〔電気自動
車〕専用のモデル地区として設定。これを具現化
するために、既存の駐車場や公園等にエコス
テーション〔ソーラーシステムや風車等による電
力供給等〕を行政的対応等により設け、エコ・
カーの保管場所や充電に寄与すると共に、自然
エネルギーの生産に活用させる。これにより、ゼ
ロ・エミッションによる経済的効果だけでなく、エ
コ・カーを乗ることによる個々人の環境問題への
意識レベル向上や国際社会への発信という社会
的効果をもたらす。

　ＥＶの歴史は古く、今や、その生産体制も整いつつあり、
環境、歴史都市・京都の特性から、ゼロ・エミッション・無騒
音だけでなく、タウンカーの性能上、速度制限を現行以下と
するなど、より安全性に寄与することも可能である。しかし、
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づく保管
場所の届出義務により、保管場所を設けることができない
消費者が、存在してしまう。そこで、モデル地区〔特区〕に限
り、この届出義務を撤廃することで、EV自動車の普及が促
進される。

個人 警察庁

  ドクターカーにて医師が救急現場等に出動することの有用性は、
最近の2つの大きなJR事故でも明らかなことである。この重要性は
警察庁も認識戴いているとおりである。ドクターカーは医師や看護
師を現場に出動させることが目的であるので、その目的を達成する
ためには傷病者搬送用ベッドの装備は必須ではない。現行では、こ
の明らかに不必要な傷病者搬送用ベッドを装備しないと緊急自動
車として認められないため、やむなく装備しているが、それにより車
両の著明な価格上昇を招き、「医療機関」への導入が阻害されてい
る。結果、一般市民の救命に多大な悪影響を及ぼしていると思わ
れる。
  ドクターカーは、「救急医療対策事業実施要綱」（厚生労働省医政
局長通知、平成15年5月27日付け）において、「患者監視装置等の
医療機械を搭載し、医師、看護師等が同乗し、搬送途上へ出動す
る救急車」と定義され、また、救命救急センターは「必要に応じてド
クターカーを有する。」こととされている。現在はドクターカーで医師
を現場もしくは傷病者の搬送途上まで搬送し、医師が消防の救急
車に乗り込み傷病者とともに病院へ向かう運行形態が中心である。
このため、ドクターカーは医師を搬送するのみで、傷病者は消防の
救急車で医師とともに搬送される。このため、ドクターカーにはベッ
ドは必ずしも必要ではない。

  北海道においては、緊急自動車としての救急車は「消防機関」が
300台超を保有し、「医療機関」は100台超を保有する。このうち、患
者を他病院へ移送を行う病院間搬送については、「医療機関」の救
急車にて行う必要性から、ドクターカーとしての運用までには全く至
らない。このような実態もあって、第8次交通安全基本計画（中間
案）（6）救助・救急活動の充実ではドクターカー活用推進が言及さ
れているものと理解し、当病院では札幌市及び周辺市町村の救急
医療体制の強化を図る必要性からドクターカー活用推進が緊急の
課題であると考えている。
  救急救命士が救急救命士法に基づいて行う処置（以下、「応急手
当」）は、同法第44条（特定行為等の制限）において、医師の具体
的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を
行えず、緊急時の特例措置として心肺停止患者に対してのみ①器
具による気道確保、②除細動、③静脈路確保が許容されている。
端的に言えば、救急救命士は患者の心臓が止まらなければ、「応
急手当」が行えない。一方、ドクターカーでは医師らが救急現場等
に出動し、その場で救急救命医療を行うため、特例措置の「応急手
当」では救えない命を、病院前での「救急医療」で救うことにより、負
傷者の救命率・救命効果の一層の向上が可能となる。

  「高規格救急車とのコスト比較は不適当」については、現在、消防
機関に配備される救急車は高規格救急車中心となっているため、
メーカーでは従来タイプの救急車（2B型）の製造を中止し、代わりに
高規格救急車に切り替えているらしい。また、従来タイプは架装
メーカーが小規模ながらも製造しており、販売価格は450万円程
度、そのうちベッド等の救急特別装備分は180万円程度である。一
方、本提案ではセダン車両と「赤色回転灯+サイレン」の計230万円
程度で試算しており、価格差は2倍も存在する。ドクターカーとして
不要なベッドの装着を必須化しなければ、車両も小型化できコスト
削減が可能である。
  現行法令では、｢ドクターカー｣なる緊急自動車は存在せず、「救急
車」をドクターカーとして転用しているに過ぎない。｢ドクターカー｣の
有用性および必要性は昨今の社会事情を見るに明らかであり、厚
生労働省が示すとおり、ドクターカー活用推進が緊急の課題であ
る。このためには、現行法令で認められている救急車に加えて、
「（セダン型）ドクターカー」を緊急自動車に指定追加することが必須
であると考える。また、「ドクターカー」は医師搬送が主目的であるた
め、必須とされる装備は「赤色回転灯+サイレン」にとどめるべきで
あると考える。

   なお、関係機関において、救急医療におけるドクターカーの位
置付けが整理され、セダン型ドクターカーの導入が適当であると
の結論が出て、その運用体制や出動基準等が明確化された場合
には、当該自動車を緊急自動車として認めることの可否について
検討する。
 　ちなみに、御提案には、セダン型ドクターカーに必要な装備は、
「赤色回転灯とサイレン」にとどめるべきとあるが、交通安全上、緊
急自動車には、緊急自動車であることを周囲の車両等に周知する
ためのスピーカー等も備えることが望ましく、自動車の塗色を限定
すべき必要性もあることから、単に普通自動車に赤色警光灯やサ
イレンのみ装備しさえすればよいというものではない。

０１３００４０
警察組織に対
する外部監察
機関の設置

－ － E
事実誤
認

　我が国全体の経済の活性化を実現すること等構造改革特別区域基
本方針に定める構造改革推進等の目標に記述されている趣旨に照ら
し、本提案事項は、特区制度の提案事項として妥当でないと考える。

　警察組織に対する外部監察機関の設置により、警察組織の健全
性が確保されることによって、治安の維持が図られることは、経済の
活性化に大いに寄与するものと考えられ、内閣官房としては、本提
案は特区制度の提案事項として妥当であると考えている。
　提案内容が実現されるよう検討し回答されたい。

E

再検討要請において、警察組織に対する外部監察機関の設置
が経済の活性化に大いに寄与する旨述べられているところ、そ
の因果関係は必ずしも明らかでない。警察庁としては、我が国
全体の経済の活性化を実現すること等構造改革特別区域基本
方針に定める構造改革推進等の目標に記述されている趣旨に
照らし、本提案事項は、特区制度の提案事項として妥当でない
と考える。

　警察内部に利害関係を持たない外部監察機関の設置が警察
組織の健全性に寄与すること及び治安の維持を司る警察組織
の健全性の確保が治安の維持に繋がることは明らかであり、ま
た、治安の維持により国民が安心して商売に専念できることに
よって経済が活性化することも明らかである。このように警察組
織に対する外部監察機関の設置が経済の活性化に大いに寄与
することについて、その因果関係は明らかである。よって内閣官
房としては、本提案は特区制度の提案事項として妥当であると
考えている。
　提案内容が実現されるよう検討し回答されたい。

E

再々検討要請において、警察組織に対する外部監察機関の設置
が経済の活性化に大いに寄与することについて、その因果関係は
明らかであるなどと述べられているが、その根拠は必ずしも明ら
かではない。警察庁としては、我が国全体の経済の活性化を実現
すること等構造改革特別区域基本方針に定める構造改革推進等
の目標に記述されている趣　旨に照らし、本提案事項は、特区制
度の提案事項として妥当でないと考える。
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警察組織に対する監察機関を設け「警察、監察
機関設置特区」を構築し起点とする。　　　　　　　　
　　　　　　◎全国警察の監察組織 　　　　　　　　　
　　　　　　　　A《特区》の組織形態 　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　○首相直轄→内閣官房特区
県　　　　　　　　　　　　　　B改革の完成組織形態
　　　　　　　　　　　　　　　　　　○首相管轄→都道
府県（警察庁、検察、各県警とは別組織とする）

大分母子殺傷事件のように、ストーカー等で大事件に至る
のは警察の不作為に因を発することが多い。

個人 警察庁

０１３００５０

パチンコ・ス
ロット営業店内
に「貸玉・貸メ
ダル返却所」を
設置

　風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に関
する法律（昭和
23年法律第122
号）第23条第１
項第１号

　ぱちんこ営業は、客に遊技球又は遊技メダルを貸し出
し、客が遊技球等で遊技をした結果に応じて客に賞品を提
供する営業であるところ、その営業の形態によっては客の
射幸心を著しくそそるおそれがあるため、風営法におい
て、ぱちんこ営業を営もうとする者はあらかじめ公安委員
会の許可を受けなければならないとし、著しく客の射幸心
をそそるおそれのある遊技機の設置を禁止しているほか、
現金又は有価証券を賞品として提供すること及び客に提
供した賞品を買い取ることを禁止等している。

　Ｃ

　現在、ぱちんこ営業に関しては、遊技客が遊技終了時の遊技球及び
メダルをぱちんこ営業者に預けて、再来店時に当該遊技球等の返還を
受けて遊技するいわゆる貯玉・再プレー制度が実施されており、御提案
の趣旨がこの制度と同様のものを示しているのであれば、現行法の下
でも実現することが可能である。
　しかしながら、御提案の「返却」が有償による「払い戻し」を意味するの
であれば、風営法第23条第１項第１号において禁止されている現金の
提供と同じことになり、客の射幸心を著しくそそるおそれが生じるととも
に、当該営業が賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受ける可
能性があることから、認められない。

　右提案主体からの意見に対し回答されたい。
　また、「ぱちんこ景品買取所」の従業員及び利用者（ぱちんこ遊戯
客）に対する防犯の観点から、パチンコ・スロット営業店内の一角に
ぱちんこ景品買取所を設置することは可能か否かについて回答され
たい。万が一不可能な場合には、パチンコ・スロット営業所とぱちん
こ景品買取所はどのような方法で分離されなければならないか、そ
の基準を明示されたい。
　なお、「時代の変化に対応した風俗行政の在り方に関する研究会」
の平成９年１２月の報告書では、「賞品問題の解決に向けて具体策
を講じることは時期尚早であり、業界の健全化の状況も踏まえつつ、
更に慎重な検討が必要である」としているが、現在の検討状況如何。
少なくとも景品買取所での犯罪件数は減少していないが、このような
現状を踏まえ再度検討されたい。

　保通協で認可された遊技機により、遊技客が獲得した有償球を
パチンコ店が返却を受けた場合には、法的な観点から判断しても
賭博行為には該当しないと考えますが、今回の提案は、遊技客は
獲得した有償球を貯玉システムの利用及び最高限度額が１万円と
されている等価の賞品に交換する以外の選択肢が無い為、パチン
コ店が有償球の返却を受け入れ、遊技客に多様な選択肢を持って
頂く事にあります。これは実に95％以上の遊技客が合法とされて
いる三店方式による換金がなされているとの文献による現実が物
語っています。そうであれば防犯上危険にさらされている「ぱちんこ
景品交換所」に対する犯罪を未然に防止する観点からも構造改革
を申し入れます。

C

ぱちんこ営業者が遊技客から遊技球等を有償で返却を受けるこ
とについては、前回回答のとおり認められない。また、風営法に
おいては、営業者が現金等を賞品として提供することや客に提
供した賞品を買い取ることを禁止しており、営業者が直接に賞
品を買い取るものでない場合においても、営業者と同一とみなし
得る者が賞品を買い取る場合については、取締りの対象となる
ものと考えられる。一方、現在行われている換金行為のうち、営
業者と関係のない第三者が客から賞品を買い取ることは、直ち
に違法となるものではないと考えられる。個別の事案についてこ
の禁止違反となるか否かは、こうした基準に照らして判断される
ことになるが、ぱちんこ営業所内に景品買取所を設置すること
は営業者が景品買取りに関与しているものと考えられ、認めら
れないものと判断される。なお、ぱちんこ営業については、著しく
客の射幸心をそそるおそれがある遊技機が出回っていること
や、遊技機の不正改造事犯が跡を絶たないこと等に的確に対
処するため、風営法施行規則等が改正され、昨年７月１日から
施行されているところである。警察としては、改正規則を含め、
関係法令の確実な施行を図るとともに、業界団体による自主的
な取組みを支援しながら、ぱちんこ営業の健全化を推進するこ
とが重要であると考えており、御指摘の点については現時点に
おいて特段の検討はしていない。

　右提案主体からの意見に対し回答されたい。
　景品買取所での犯罪件数が減少していない現状について、貴
庁ではぱちんこ営業の健全化の推進を重要視しており、対策に
ついて特段の検討はしていないとの御回答だが、仮に将来的に
は当該健全化の推進によって景品買取所での犯罪がなくなると
しても、その実現には時間を要すると思われ、その間景品買取
所での犯罪は依然として発生する。よって、健全化の推進とは
別に景品買取所の防犯対策は必要であると考えられることか
ら、当該対策をの実施について検討し、その内容を回答された
い。

　業界全体の売上げが約３０兆円といわれる、ぱちんこ業界にあっ
て、文献によるところの３店方式と呼ばれる不明瞭で不健全な換金
方式の為、「ぱちんこ景品買取所」に対する凶悪犯罪等の社会的
悪影響により、株式公開を果たす企業が現在のところ１社もありま
せん。このような凶悪犯罪が後をたたない現状に対して、如何なる
抜本的対策を用意しておられるか是非お答え下さい。ついては特
区制度の目的でもある時代に適合しない商習慣の是正と健全な経
済の活性化に大いに寄与し、遊技客が安心して正しく遊技して頂け
る今回の提案である、パチンコ・スロット営業店内に「貸玉・貸メダル
返却所」を設置することを再度ご検討願います。

C

提案主体からの意見については前々回回答のとおり認められな
い。
　　また、警察において景品買取所の防犯対策を講じていないと
の誤解があるようであるが、いわゆるぱちんこ景品買取所対象の
強盗事件等については、依然としてその発生がみられることを踏
まえ、景品買取所の実態等を的確に把握し、それぞれの実情に
応じて防犯体制や防犯設備の強化を指導するなど、警察ではそ
の防犯対策に力を入れているところである。
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ﾊﾟﾁﾝｺ･ｽﾛｯﾄ営業店内に「貸玉・貸メダル返却所」
の設置を行い、新しい賞品交換システムを採用
し、「ぱちんこ景品交換所」に対する凶悪犯罪の
撲滅を目指す。具体的には、(1)遊技客が遊技終
了時の結果に応じてﾊﾟﾁﾝｺ･ｽﾛｯﾄ営業店より賞品
の提供を受ける(2)遊技客が遊技終了時の「玉・
メダル」をﾊﾟﾁﾝｺ･ｽﾛｯﾄ営業者に預けて、再来店
時に当該遊技球等の返還を受けて遊技を行う貯
玉・再プレー制度の活用(3)遊技客がﾊﾟﾁﾝｺ･ｽﾛｯ
ﾄ営業店より貸りた「玉・メダル」を、ﾊﾟﾁﾝｺ･ｽﾛｯﾄ
営業店が遊技客の求めに応じて返却を受ける事
が出来る。以上これらの提案を致します。

提案理由：風営適正化法の第７号営業に該当する、「ぱち
んこ屋」では、遊技客が遊技終了時点において「玉・メダル」
を獲得した場合には賞品と交換及び貯玉・再プレー制度を
活用するより他の選択肢がなく、ﾊﾟﾁﾝｺ･ｽﾛｯﾄ営業店が提供
した賞品が遊技客によりその後どういう形で流通されている
のかは承知していません。しかしながら警察庁の犯罪情勢
の統計によると「ぱちんこ景品買取所」と呼ばれる施設に対
する強盗事件の認知件数が平成１６年度だけでも全国で実
に４６件も発生しており、発生時間帯別の認知事件数では、
事件の大半が日中に発生しています。今回の提案は「ぱち
んこ景品買取所」の従業員。又、遊技客やその付近の住民
が常時犯罪の脅威に晒されている危険な状態を、ﾊﾟﾁﾝｺ･ｽ
ﾛｯﾄ営業店内に「貸玉･貸メダル返却所」を設置することによ
り解消することを目的とします。

株式会社　
玉越

警察庁

０１３００１０

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律（風
営適正化法）に
おけるディスコ
の営業時間の
規制の緩和

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に関
する法律（昭和
23年法律第122
号）第13条第１
項         風俗営
業等の規制及
び業務の適正
化等に関する法
律施行令（昭和
59年政令第319
号）第７条の２

C

　風営法では、午前零時（都道府県が習俗的行事その他
の特別な事情のある日として条例で定める日にあっては
当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午
前零時以後に当該条例で定める時、当該条例で定める日
以外の日にあっては午前１時まで風俗営業を営むことが
許容される特別な事情のある地域として政令で定める基
準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前１
時）から日出時までの時間においては、風俗営業を営むこ
とを禁止している。

　Ｃ

　風俗営業は、国民に社交と憩いの場等を与える社会的に有用な営業
であるが、その業務が適正に行われないときは、善良の風俗若しくは清
浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれが
あるため、都道府県公安委員会の厳格な審査を経た上で、その営業を
許可するという仕組みをとっており、また、営業を営むことに当たって
も、風営法により、一定の規制を課し、これを遵守し営業することが求め
られている。
　深夜における営業制限については、一般的に深夜は、人が飲酒の影
響等により理性を失いやすい時間帯であり、このような時間帯に風俗営
業を営むことは、ともすると享楽的雰囲気を助長し、風俗上の規範を逸
脱するなどの問題が発生するおそれが高いことなどから設けられた規
制である。また、深夜においては、当該営業に関し、騒音・振動の発生
や酔客による迷惑行為の多発、暴力団等の素行不良者のい集など営
業所周辺の風俗環境を害する問題を誘発するおそれが極めて高いた
め、善良の風俗保持等の観点から、深夜における営業を引き続き制限
する必要があり、御提案は認められない。

C C

　右提案主体からの意見に対し回答されたい。
　貴庁はドクターカーによる救命救急活動への効果、活用促進
の重要性は認識しているが、現時点での必要性に疑問を感じて
いると思われる。
　しかしながら、「ドクターカーには患者搬送用ベッドは必須では
ない」との救命救急センターの意見があることや、消防機関が整
備する救急車については高規格車が中心になり、メーカーもそ
れに合わせて高規格車の製造にシフトし、低規格車の製造が減
少しているという現状もある。さらに低規格車であっても価格は
４５０万円程度である一方、セダン型自動車であれば２３０万円
程度（提案者試算）あれば配備可能で、費用負担も軽減される。
　よって、現時点においても必要性があることから、提案が実現
されるよう再度検討し回答されたい。
　仮に現時点で必要性が十分に確認できないとしても、今後、救
急車のあり方も含めて、必要性が認められた場合には、検討さ
れるのかについて回答されたい。

　御提案の趣旨は、傷病者搬送用ベッド等の装置を有しない自
動車を緊急自動車として認めることにより、医師、看護士等が救
急現場等に出動するドクターカーについて、救命救急センター
や２次病院等への導入を促進させるとのことであると思料される
が、当方においても、ドクターカーによる救急救命活動は効果が
あり、その活用促進が重要であることは認識しているところであ
る。
　　一方、北海道においては、医療機関が緊急自動車として保
有している救急用自動車は300台を超えているところであり、こ
のうちどれだけの自動車をドクターカーとして使用しているのか
不明である（仮に使用されていない場合には、その理由が不明
である）ため、応急手当のみしか行うことができないセダン型自
動車を緊急自動車として新たに必要とする理由が明らかでな
い。また、道路交通法施行令第13条第１項第１号の２において
救急用自動車には「傷病者の緊急搬送のために必要な特別の
構造又は装置」が必要とされているところであるが、これは、当
該自動車が、高規格救急車でなければならないというものでは
なく、搬送用ストレッチャー等の搬送用装置が必要である旨規
定しているのであって、経済的な負担を高規格救急車と比較し
て論ずることは適当ではない。
　　さらに、救急用自動車を有効に活用する観点から、一定の
条件下において複数主体により救急用自動車を使用することも
可能であり、これにより経済的な負担を少なくすることもできる。
以上のことから、応急手当のみを行うセダン型自動車を緊急自
動車として認める必要性は無いものと考えられる。
　　なお、緊急自動車については、広範囲にわたり使用されるこ
と、災害発生時等の突発的な渋滞時に使用されることが想定さ
れるところであり、自動二輪車については、機動性の点で、一般
的に救急用自動車よりも優れていることから、制度的に緊急自
動車として認めているところである。

０１３００３０

   現在でも、北海道内の医療機関が使用する救急用自動車は
300台を超えており、他の都府県と比べると、非常に多くの救急用
自動車を医療機関が保有している。また、救急用自動車を一定の
条件下において複数主体により使用すること等もできる。よって、
ドクターカーの普及があまり進んでいないのであれば、病院間搬
送に使用する場合を考慮しても、それは、ドクターカーとしての役
割を果たす自動車の数が不足していることや自動車に搬送用ベッ
ドを備え付けるためのコストに原因があるとまでは言えない。
   実際に、北海道においては、消防機関の保有する救急用自動
車を活用してドクターカーを運用しているところもあるものと承知し
ており、御提案のドクターカーの普及については、単に搬送用ベッ
ドの必要性の是非についてではなく、人的資源の確保、財政的支
援の必要性等の制度を運用するための課題を幅広く検討する必
要があり、今回の御提案を直ちに認める必要はないと考える。
   また、一般論として言えば、「救急用自動車」が緊急自動車とし
て認められているのは、救急医療において、緊急搬送に主眼が置
かれていることを考慮したものであるところ、医師等の搬送のみに
使用するセダン型自動車を緊急自動車として認めることは、救急
医療制度の在り方等にも関わる問題であることから、まずは、セダ
ン型ドクターカーを導入することの救急救命制度における位置付
けについて、関係機関における検討が必要であり、その検討無い
ままに緊急自動車として指定することの必要性について検討する
ことはできない。

株式会社
ヴェルファー
レ・エンタテ
インメント
ブランニュー
メイド株式会
社

提案理由：ディスコは大人が遊ぶエンタテインメントな社交
場であり国際的・眠らない街である六本木地区のナイトライ
フに不可欠な要素として定着している。近年、六本木地区で
はディスコの数が半減し、そのため、他地域に夜の人の流
れが移っている。その傾向に歯止めを掛けるため六本木地
区のディスコの終夜営業の解禁が求められている。現に都
内及び全国的に違法にも関わらず、ディスコの終夜営業を
行う店舗もあるが、それぞれの地区の夜間の集客力向上
への効果は大きい。（特記事項１－①参照）また、ディスコ
の終夜営業に伴うトラブルは少なく、早期の合法化が期待
されている。深夜帯の営業の実施による重要な観光資源で
ある魅力的なナイトライフの創出が、国内外の観光客の誘
致に繋がる。（特記事項２参照）また、周辺地域の飲食店等
への集客誘導にも貢献し、地域経済の活性化を促す。       
    (要約のため別様参照）

　右提案主体からの意見に対し回答されたい。　
　「一般的に深夜は、人が飲酒の影響等により理性を失いやすい時
間帯である」とのご回答だが、そのように判断する根拠を具体的に示
されたい。
　「このような時間帯に風俗営業を営むことは、ともすると享楽的雰囲
気を助長し、風俗上の規範を逸脱するなどの問題が発生するおそれ
が高い」とのご回答だが、六本木地区においては多数の酒類提供飲
食店及び興行場が現に深夜営業しており、貴庁はこれらの営業店は
享楽的雰囲気を助長しないと判断していると考えられる。享楽的雰
囲気の助長という点において、ディスコと酒類提供飲食店及び興行
場の差がどこにあるのかについて、具体的に示されたい。
　「騒音・振動の発生や酔客による迷惑行為の多発、暴力団等の素
行不良者のい集など営業所周辺の風俗環境を害する問題を誘発す
るおそれが極めて高い」とのご回答だが、騒音・振動の発生について
は、提案者の運営施設についてはダンスフロアが地下３階であり、
騒音・振動対策も図られていると聞いており、また他の事業者にあっ
ても対策工事等を施すことにより対応は可能である。酔客による迷
惑行為の多発、暴力団等の素行不良者のい集については、提案者
は深夜営業に当たって身分証明書の確認、年齢制限、警備員の巡
回によって充分な予防措置を行うこととしており、むしろ酔客による迷
惑行為の多発、暴力団等の素行不良者のい集の誘因となっている
酒類提供飲食店等が野放しされている中で、ディスコの営業時間延
長については認めない理由を示されたい。
　ディスコの深夜営業はニューヨーク、ロンドン、パリ等外国人観光客
が数多く訪れる海外の主要都市では当然のこととして行われている
が、我が国に限って認められない合理的な理由を示されたい。
　六本木地区は外国人観光客が数多く訪れる国際的な街であるが、
深夜時間帯に新たな娯楽の選択肢が加わることで街の魅力が増し、
より多くの外国人観光客の誘致が可能となる。これは小泉総理が
言っているビジットジャパンキャンペーンの目的にも資するものであ
る。更に提案者の試算にもあるように周辺飲食店等への経済効果や
新たな雇用創出も期待できるものである。このような事情を考慮の
上、提案内容が実現されるよう再度検討し回答されたい。
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  右提案主体からの意見に対し回答されたい。
　貴庁の回答にもあるように、店舗型性風俗特殊営業の深夜営
業の制限については各都道府県の条例に委任されており、各
地域がそれぞれの実情を踏まえて判断することが基本であると
考えられるが、ディスコについても同様に地域に委ねることはで
きないか。
　設備面の騒音・振動については、現行の基準は深夜営業を認
められている他業種の基準と同一で、提案者の運営施設はこれ
を満たしているし、帰参客による騒音・振動についても、提案者
は店舗内だけでなく周辺部にも警備員を配置するとしていること
から、どちらも対応可能である。
　ディスコ内での合成麻薬の売買は、取締りの強化によって解
決すべき問題であり、営業時間の制限によって解決されるもの
ではないと考える。
　「四地区特別対策　盛り場環境浄化」の推進については、違法
な風俗営業を取り締まる取組みと理解しているが、これまでも法
令を遵守してきた営業者には深夜営業許可という優遇措置を認
める一方、違法営業者には取り締まりを強化することとすれば、
当該取組の目的にも寄与すると考える。
　以上より、貴庁の懸念事項はいずれも解決可能と考えられる
ことから、提案内容が実現されるよう再度検討し回答されたい。
　なお、社会的に許容されるか否かについては、現在の日本に
おいてはライフスタイルが２４時間化し、スーパー等もこれに対
応して２４時間営業が当たり前になっていることろ、ディスコの深
夜営業についても社会的に許容されると考えている。

東京を代表し、世界的にも有名な国際的な街で
あり２４時間眠らない街である六本木地区にて、
ディスコを終夜営業することにより、六本木地区
を更なるエンタテインメントなナイトライフを演出
する街として活性化を図る。具体的効果として、
①周辺飲食店等への経済的効果、雇用の創出
②外国人観光客・国内観光客の誘致及び国際
交流への貢献、③健全なナイトライフの創出が
見込まれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　（別様参照：①周辺飲食店等への具体的
経済的効果及び雇用の創出）

　今回の提案の趣旨は、『規制は全国一律でなければならない』と
いう考え方から、『地域の特性に応じた規制を認める』という考え方
に基づく『六本木地区』の『特区』としての提案であります。『六本木
地区』は、その所在する港区が１０人に１人が外国人の住民であ
り、六本木ヒルズや２００７年完成予定の東京ミッドタウン、数多く
の外資系企業・大使館が集中し、益々グローバル化する『街』であ
り、また、東京のナイトライフの中心として、従前より多数のディス
コが営業し、定着していることをふまえた提案であります。
　また、今回の提案は接待営業を含む風俗営業全体の規制緩和
の提案ではなく、あくまでも『ディスコのみ』の営業時間の規制緩和
です。
　この観点よりご検討お願い致します。
　そもそも『ディスコ』とは、ダンスをする場所ということにとどまら
ず、ダンスミュージックを中心とする音楽文化、高い専門性を持っ
たDJの創造性、個性ある店舗設計に基づく空間、そしてそれらを
理解する来場者（顧客）が、一体となって時間・空間・感動を共有で
きる文化的なレジャー施設であると認識しております。
　このように、健全なレジャー施設として市民権を得ており、ご指摘
のような暴力団等のい集の問題が特に起きやすい施設であるとは
考えておりません。また、営業時間の昼夜を問わず、そのような者
に毅然とした対応を取ることはどのような業態においても当然であ
ります。飲酒の問題については来場者の主たる目的が飲酒ではな
いため、特に懸念されるような事態はないと考えます。
また、騒音・振動については当然法令に基づいた設備によること
が、前提であり、ご指摘の懸念がないように営業するのは自明の
理かと理解しております。
以上の点をふまえ、また、六本木地区の特性を御理解頂き、この
制度の御再考をお願い致します。

セダン型ドク
ターカーの緊
急自動車として
の指定追加

提案理由：
冬季期間（11月～翌3月）における風雪等の悪天候によるド
クターヘリ運航不能時に備え、バックアップ用として安価な
セダン型ドクターカーを検討していた。しかしながら、法令上
の制限により、傷病者搬送用ベッドの装備が必要不可欠の
ため実現には至らなかった。そこで本特例措置により、セダ
ン型ドクターカーが認められれば、高規格救急車1600万円
に対し、主要装備が赤色回転灯、サイレン等に留まるため、
200～300万円程度でのセダン型ドクターカーが購入可能と
なることから、救命救急センターや2次病院にも導入が促進
され、結果、さらなる救命率の向上が期待される。

代替措置：
初期治療後の傷病者については医師の判断に基づき、最
寄の救急隊から出場のあった高規格救急車にて最適な搬
送先に搬送する。現行の傷病者搬送方法と同一のため、救
急救命士（必要により医師同乗）による傷病者監視体制は
そのまま維持されると考える。

北海道ではH14年8月から札幌市を中心にドク
ターヘリ試行的事業を開始し、本年4月、道によ
るドクターヘリ事業が正式運用された。約3年間
に渡る事業を通じて、119番緊急通報時に緊急
度・重症度を判断（識別）し、特に緊急度の高い、
重大交通事故等での重篤な傷病者に対し、医師
等が乗務したドクターヘリを出動させ、現場で初
期治療にあたれる仕組みを構築してきた。その
結果、医師による初期治療が早ければ早いほ
ど、高い救命率に繋がることが分かってきたた
め、このドクターヘリを補完する形で、安価で、か
つ機動性をもったセダン型ドクターカーを救命救
急センターや2次病院に導入促進する。

道路交通法施
行令第１３条第
１項第１号の４

傷病者の応急手当のために使用する緊急自動車は、大
型自動二輪車及び普通自動二輪車（いわゆる赤バイ）に
限られている。

　本件の要望は、救急関係機関も交通安全政策の推進者という認
識の下、第8次交通安全基本計画（中間案）のうち、施策ア「救助・
救急体制の整備」、並びに施策ウ「救急関係機関の協力関係の確
保等」に基づき、「医師、看護師等が救急現場及び搬送途上に出
場し、応急処置を行うことにより救急患者の救命効果の向上を図
るため、ドクターカーの医療機関への配置を進める。」ことを具現化
していくものである。ここでいうドクターカーとは、医師等が同乗す
る救急用自動車であり、医師1名、看護師1名、運転手1名の最低3
名体制のため、救急二輪での出動は現実的ではなく、地方公共団
体の消防機関からの依頼又は通報に基づき出動するもの。
　本件で提案する「セダン型ドクターカー」とは、セダンやミニバンと
いう車体形状を限定するものではなく、医師、看護師等の救急現
場及び搬送途上への出動を主目的とするもので、傷病者搬送用
ベット等のいわゆる救急特装の有無は地方公共団体の消防機
関、かつ医療機関の裁量に委ねるというものである。本特例措置
により、セダン型ドクターカーが認められれば、高規格救急車（車
両本体価格のみ）1600万円に対し、主要装備が赤色回転灯、サイ
レン等に留まるため、200～300万円程度でのセダン型ドクターカー
が購入可能となることから、救命救急センターや2次病院にも導入
が促進され、結果、さらなる救命率の向上が期待される。
　本件のドクターカーは、救急現場に最寄の救急隊より先着するこ
とが目的ではなく、医師、看護師等の救急現場及び搬送途上に出
動することで、交通事故状況や傷病者の容態に係る情報を随時聞
きながら、救急現場到着までの間、様々な準備を行い、医療機関
で行う治療を傷病者の医療機関到着前の早い時点で実施可能と
することにある。また、医師らが現場等に出動することによってもた
らされる救命効果は、ドクターヘリ調査検討委員会報告書（内閣内
政審議室、H12年6月） などの報告にあるとおり、医師らが現場等
に出動した場合、明らかな救命効果が確認できている。
　冬季期間（11月～翌3月）、風雪等の悪天候で閉ざされる北海道
を中心とした積雪地域では、救急二輪での出動は走行不能な環境
下に置かれるため現実的ではないと判断する。

　右提案主体からの意見に対し回答されたい。
　二輪車は渋滞等による遅延がない地域においても緊急自動車とし
て認められているのか。そうであるならば、機動性が劣ることを理由
に緊急自動車として認めないという主張は根拠に欠けると考えるが
如何。
　セダン型自動車は救急車と比較して購入費用が安価であることか
ら、より多くの救命救急センターや２次病院への配置が可能となり、
その結果現行よりも早期の現場到着が可能となる。また、普通自動
車の運転免許取得率は自動二輪車のそれと比較して高いことから、
より多くの医師の利用が可能となる。
　更に冬季における北海道にあっては、路面の凍結等により二輪車
は走行困難であり、仮に走行できたとしても転倒等の危険性が高
い。一方、セダン型自動車は二輪車に比べ安定走行が可能であり、
現場に先に到着することも可能であると考えられる。
　以上より、セダン型自動車について緊急自動車として認める必要
性はあると考えられることから、緊急自動車として指定するよう再度
検討し回答されたい。

　現行制度においては、救急用自動車の現場到着に先立って、初期治
療を行うために出動する大型自動二輪車及び普通自動二輪車が緊急
自動車として認められているところであるが、この趣旨は、自動二輪車
の機動性を生かし、渋滞等による遅延を克服し、救急車よりも先に現場
に到着して、一刻も早く救命救急処置を取ることにある。このため、機動
性の点で救急車と変わらず、当該自動二輪車よりも劣るセダン型自動
車について、初期治療を行う目的で緊急自動車として認める必要性は
認められない。

Ｃ
北海道大学
病院

警察庁
国土交通省
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 01 警察庁(8次提案最終回答)

管理コード
規制の特例事

項名
該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号
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０１３００６０

道路の使用許
可制度の例外
としての市町村
長による届出
制の導入

道路交通法第７
７条及び第７８
条

道路において祭礼行為をし、又はロケーションをする等一
般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは
方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一
般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会
が、その土地の道路又は交通の状況により、道路におけ
る危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必
要と認めて定めた行為をしようとする者は、所轄警察署長
に申請書を提出し、道路使用許可を受けなければならな
い。

Ｃ

　道路は、本来一般交通の用に供することを目的として作られたもので
あり、本来の使用目的でない各種工事・作業、路上競技、各種イベント
等により道路を使用する場合は、道路の効用を害し交通の妨害となり、
又は交通に危険を生じさせるおそれがあることから、これを一般的に禁
止している。
　道路の本来の使用形態でないロケーション等のための道路使用につ
いては、警察署長が交通規制の実施状況、道路状況及び交通量等の
諸条件を総合的に勘案し、一定の要件（道路交通法第77条第２項によ
り、許可要件が明確に規定された覇束裁量）の下で許可することとされ
ており、
　　○　本来自由な行為に届出義務を課す届出制度は、一般的禁止を
解除する許可制度には馴染まないものであること
    ○　道路交通の安全と円滑に係る実質的な判断が二元化され、責
任の所在が不明確になること
から、御提案の内容にお応えすることはできないものの、交通管理を行
う警察に対し、地域活性化の観点から市町村が意見を述べる仕組みが
整備されれば、御提案の目的は達せられると考えられる。
　なお、警察庁では、昨年３月、「構造改革特別区域基本方針の一部変
更について」（平成15年７月４日閣議決定）による変更後の「構造改革特
別区域基本方針」（平成15年１月24日閣議決定）及び「地域再生推進の
ためのプログラム」（平成16年２月27日地域再生本部決定）を受け、地
域活性化を目的とするイベント等に伴う道路使用許可手続の円滑化を
図るための通達を発出し、警察が交通管理の観点から助言や情報提
供を行うとともに、地方公共団体、地域住民、道路利用者、イベント等
の実施主体等で構成される協議会を設けるなど、映画ロケーション等に
伴う道路使用許可手続の円滑化のための所要の措置を講じるよう都道
府県警察に対して指示しているところである。

　フィルムコミッションが想定している場所、曜日、時間帯等の要件に
ついて、事前に道路交通への影響を評価し、関係者の理解が得られ
ていれば、道路使用許可までの所要時間を短縮するようなしくみを
構築することは可能かについて検討し回答されたい。
　また、右提案主体からの意見を踏まえ、提案内容が実現されるよう
再度検討し回答されたい。

　交通量の少ない住宅地内の道路や迂回路が多い地域の道路な
ど、交通量の多い幹線道路などと比較して、その使用により一般
交通に影響を及ぼす可能性が低く、一般的禁止を解除する許可制
度のもとに一律に道路使用を規制する必要性が低い地域もあると
思われる。市内の道路を全て特区の対象とするのは難しいとして
も、一般交通に影響を及ぼす可能性が低く、かつロケーション等に
よる使用価値の高い地域を指定し、指定地域内の道路のみ規制
を緩和する方法も考えられる。また、この届出制の趣旨としては、
特区の適用地域内では、あくまでも道路交通の安全と円滑に係る
実質的な判断を一元的に市町村長が行うということであり、責任の
所在は明確である。

C

（特区推進室・Ｄ：現行規定で対応可能）
　映画ロケーション等に係る道路使用許可手続については、そ
の手続が円滑に行われるために所要の措置を講ずるよう都道
府県警察に指示しているところであり、ご提案のように一般交通
に影響を及ぼすおそれがなく、地域住民や道路利用者等関係
者の理解が得られているのであれば、当該道路使用許可に係
る手続は円滑に行われるものと考えており、特に、同一の場所
における同一形態のロケーションの申請であれば、実績等を踏
まえ手続の迅速化が図られるものと認識している。　
（提案主体・Ｃ：特区として対応不可）
　道路本来の使用目的でない各種工事・作業、路上競技、各種
イベント等により道路を使用する場合は、その行為を行おうとす
る場所を所轄する警察署長が、当該行為の場所のみでなく、管
内全域の道路状況、交通量、他の道路使用の状況、交通規制
の実施状況等の諸条件を総合的に勘案した上当該道路使用の
形態に応じた条件を付し、道路の機能が阻害されることのない
よう、道路における危険を防止し交通の安全と円滑の確保に配
意しつつ、道路交通法第77条第２項の要件に照らし許可するこ
ととされているところである。
　したがって、道路使用許可は交通管理の一部として、交通規
制や他の道路使用許可等と一体的に行う必要のあるものであ
り、これを市町村の届出制とした場合、交通管理を目的とする活
動の一体性が失われ、適切な交通管理が実施されなくなるおそ
れがある。
  

右提案主体からの意見に対し回答されたい。

　提案主体としては、特区制度の趣旨に則り、地域特性により全国
一律の規制の必要性が低いと思われる法的規制について、一定の
条件のもとでの規制緩和の可能性を探り、提案しているのである。
今回の国回答は前回の回答を繰り返すのみであるが、もとより、本
市としては、道路交通法の趣旨、目的並びに交通管理を目的とす
る活動の一体性の要請は十分に理解した上で、それを害しない範
囲での限定的な規制緩和を求めるものである。
　許可制、届出制の分類にとらわれることなく、中間的な形態を認
めることも特区制度の趣旨に合致するものと考える。指定地域内で
の届出制導入により、迅速かつ効率的なロケ支援を通じた地域の
活性化の実現を求める。

C

　前回お答えしたとおり、道路の本来の使用目的でないロケーショ
ン等のための道路使用許可については、所轄警察署長が、当該
行為の場所のみでなく、管内全域の道路状況、交通量、他の道路
使用の状況、交通規制の実施状況等の諸条件を総合的に勘案す
るほか、必要に応じて隣接警察署との調整を実施した上、道路に
おける危険を防止し交通の安全と円滑の確保のため条件を付して
許可を行うこととされているところである。
　したがって、道路使用許可は、交通管理の一部として、交通規
制や他の道路使用許可等と一体的に行う必要のあるものであり、
これを市町村の届出制とするという御提案には応じられない。
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道路の使用許可制度について、フィルムコミッ
ションによる撮影協力のための使用に限り、市町
村長の責任において道路交通への影響、安全性
等を判断したうえで、警察署長へ使用の届出を
行うことをもって許可とみなす制度を導入する。こ
れにより、まちの魅力を高め、集客力の向上と地
域の活性化を図るための取り組みとしてのフィル
ムコミッションによる撮影協力業務のワンストップ
性を高めるとともに、事務の効率化とより迅速か
つ円滑なロケ誘致、撮影支援の実現を図る。

撮影協力のための道路の使用許可について、市のフィルム
コミッション業務として代行申請を行っており、申請してから
許可が出るまでに1週間以上の日数を要しているが、届出
制の導入により大幅な効率化と迅速化が図られる。

逗子市 警察庁

０１３００７０
緊急自動車の
速度制限の緩
和

道路交通法第２
２条，同法施行
令第１２条第３
項，第２７条第２
項

緊急自動車であっても高速自動車国道の本線車道以外
の道路を進行する場合の最高速度は８０キロメートル毎時
とする。

Ｃ

　制限速度は通常、道路構造や設計速度、実勢速度、交通事故の発生
状況、交通安全施設の整備状況、沿道環境等の諸条件を勘案して個
別に定められており、標識で規制速度が定められていない区間につい
ては法定速度の６０キロが規制速度となっている。これは自動車専用道
路においても同様である。
　　緊急自動車についてはその業務の必要性から高速自動車国道以
外での最高速度について８０キロメートル毎時とされているところ、高速
自動車国道と比べ道路構造等も劣っている部分が多い自動車専用道
路における最高速度について、高速自動車国道のそれと同様とするこ
とは道路交通の安全の観点から認めることはできない。

　右提案主体からの意見に対し回答されたい。
　小田原市道の設計速度は３０～６０キロメートル毎時であるが、当
該市道を走行する緊急自動車の最高速度は８０キロメートル毎時で
あることを考慮すれば、設計速度が８０キロメートル毎時である小田
原厚木道路及び西湘バイパスを走行する緊急自動車の最高速度を
１００キロメートル毎時に設定することは可能であるのではないかと
考える。また、本提案がより多くの人命救助を目的としていることも考
慮し、本提案が実現されるよう再度検討し、回答されたい。

　本市提案に対しての回答の趣旨は理解していますが、路線の大
部分に追越車線が確保されている一般国道２７１号小田原厚木道
路、一般国道１号西湘バイパスに限定し、緊急自動車の同乗者と
ともに十分な注意を払い、一般車の通行状況、天候による路面状
態、前方の見通しの状況などに十分配慮すれば、道路構造等の
安全上の問題を乗り越えられないでしょうか。
　特に三大死亡原因である心疾患・脳血管疾患については、救急
搬送の時間短縮により、救命率の向上や後遺障害の軽減が期待
できると考えるので、ご検討願いたい。

C

（Ｃ：対応不可）
　　現在、高速自動車国道以外において緊急自動車の速度制
限は一律時速８０キロとなっているものの、実際の緊急走行は
道路事情や交通状況に応じ、安全な速度で行われているのが
実情である。
　　例えば小田原厚木道路においては、御指摘のとおり設計速
度が時速８０キロに設定されている区間もあるが、他方、構造上
設計速度が時速６０キロの区間もあり、前述のとおり緊急自動
車の走行は道路事情や交通状況に応じ安全を考慮した速度で
行うため、現状の緊急自動車の最高速度である時速８０キロに
よる走行でさえ継続して行えるかは疑問である。
　　加えて、緊急自動車の最高速度を一律時速１００キロに引き
上げ、「緊急自動車の同乗者とともに十分な注意を払い、一般
車の通行状況、天候による路面状態、前方の見通しの状況など
に十分配慮」したとしても、当該道路の全区間で時速１００キロ
走行を継続的に行うことは他の通行車両との関係で大きな速度
差を生じさせ、緊急自動車にとっても、他の通行車両にとっても
非常に危険であり、安全を考慮すれば認めることはできない。ま
た、救急搬送の時間短縮には緊急車両の配置、受入病院の選
定等の救命救急医療体制の見直しとも関係し、緊急自動車の
最高速度引上げが救急搬送時間短縮への実効性があるかに
ついても疑問がある。

　右提案主体からの意見に対し回答されたい。
　道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和35年総理
府・建設省令第三号）別表第一　規制標識の表中、最高速度
（番号３２３）の欄を見れば、標識の表示する意味について「緊急
自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以
上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること」と
規定されていることから、少なくとも法令上は提案の実現は可能
であり、「措置の分類」は「Ｄ　現行規定で対応可能」ではない
か。この解釈が正しければ、回答の際に反映されたい。
　また、小田原厚木道路及び西湘バイパスに即して検討すれ
ば、実際に全区間で１００キロメートル毎時で走行することは難
しいとしても、道路事情や交通状況によっては１００キロメートル
毎時で走行可能な区間もあると思われることから、緊急自動車
の最高速度を引き上げることにより、現在よりも搬送時間の短
縮をすることは可能である。よって、提案内容が実現されるよう
再度検討し回答されたい。

　一般道路の緊急自動車の最高速度は一律に８０キロメートル毎
時のところ、安全性に配慮しその最高速度内での緊急搬送を行っ
ています。今回の提案も、小田原厚木道路及び西湘バイパスの全
区間を常に１００キロメートル毎時で走行することを企図したもので
はなく、最高速度を１００キロメートル毎時に緩和し、その範囲内で
道路の形状や路面状況、交通量など運転時の状況に応じて安全
性が確保される速度での走行を可能としようとするものです。
　また、救急医療体制の改善も重要とは考えますが、現状において
広域的に設定されている３次救急医療体制の中で、搬送時間の短
縮を図る今回の提案は、救命を図る上で意味があるものと考えま
す。

D

　道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和35年総理
府・建設省令第三号）別表第一　規制標識の表中、最高速度（番
号３２３）の欄にあるように、標識の表示する意味について「緊急自
動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上
の速度とする場合における当該最高速度を指定すること」と規定さ
れていることから、法令上は御提案内容の実現を妨げるものでは
ないことから、御提案の道路に係る規制速度については、神奈川
県公安委員会に御相談されたい。
　ただし、規制速度については、道路構造や設計速度、実勢速
度、交通事故の発生状況、交通安全施設の整備状況、沿道環境
等の諸条件を勘案して個別に定められているものであり、必ずし
も御提案内容が当該道路において実現できるとは限らないことを
申し添える。
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　小田原市は、救急救命活動、消防活動を担う
市域が広く、また、小田原厚木道路等の自動車
専用道路を利用して、重症患者を市外の高度医
療を担う三次病院への搬送も行っている。
　一般車両の通行状況や天候等を考慮し安全性
が確保される状況において、緊急自動車の自動
車専用道路での最高速度制限を100キロメートル
毎時まで緩和することで、救急救命活動、消防活
動のより迅速な対応を図る。
　小田原厚木道路や西湘バイパスなどの自動車
専用道路において、一刻を争う重症患者の搬送
時間を短縮し、より多くの人命を救うことを可能に
する。また、火災等の災害現場への消防自動車
の移動時間を短縮し、初期消火活動等に資す
る。

　救急車、消防車等の緊急自動車が、一般国道２７１号小
田原厚木道路、一般国道１号西湘バイパス等の自動車専
用道路等（小田原厚木道路の一部区間は一部車両通行規
制道路）を通行する際は、これらの道路が高速自動車国道
ではないため、１００キロメートル毎時の最高速度は認めら
れていない。このため、市内病院での対応が困難な重症患
者を、市外の病院へ搬送する際に時間を要している。
　これらの道路は、一般車両の通行状況や天候等に十分
配慮することで、高速自動車国道と同等の安全性を持つと
考えられることから、緊急自動車については、最高速度制
限を１００キロメートル毎時まで緩和し、当該制限速度まで
の走行を可能とする。
　これにより、救急救命活動や初期消火活動等をより効果
的に行うことで、より多くの人命救助と、災害発生時の被害
拡大を最小限に抑えることが可能になると考えられる。

小田原市 警察庁

０１３００８０
輸出向け自動
車の各種通行
規制の緩和

道路交通法第４
条及び６２条

都道府県公安委員会は道路標識等を設置し、及び管理し
て、道路における交通の規制をすることができる。車両等
の運転者は、その装置が道路運送車両第三章又はこれ
に基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通
に危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあ
る車両等を運転してはならない。

E

　一般交通を交通規制により一時的に遮断するのみでは、道路交通法
第２条第１項第１号に定める「道路」が「道路法第二条第一項に規定す
る道路」とされている以上、道路交通法上の道路ではないとは言えな
い。
　なお、御提案に「各種制限」とあるが、他法令に反しない限り、道路交
通法上、県道を横断することについて特段の制限はない。

　右提案主体からの意見に対し回答されたい。
　また、「他法令に反しない限り、道路交通法上、県道を横断すること
について特段の制限はない。」とのご回答だが、本提案の車両が県
道を横断するに際し、特段の措置は一切不要と理解してよいか否か
について回答されたい。

①輸出向け自動車（大型建設機械等）の積み込み作業で県道を横
断するに際し、地元警察との協議で一般交通を遮断することが可
能か、ご教示願います。

②単に県道を横断する場合、「一定時間、一般交通を完全に遮断
し、迂回路を設ける」等の措置の実施により、道路交通法、道路運
送車両法及び道路法上の各種制限を超える車両の通行を行うこと
は可能か、ご教示願います。

E

（特区推進室・Ｄ：現行規定で対応可能）
　　道路標識による交通規制、制限外積載の許可等の現行規
定に従う限り、道路交通法令の特例を設けるような特段の措置
は必要ない。
（提案主体・Ｅ：事実誤認）
　　御提案は、一般交通を遮断することにより、道路交通法上の
「道路」に該当しないものとして取り扱われるものと考え、道路交
通法の適用がなくなると考える趣旨と考えられるが、都道府県
警察が道路交通法に基づき通行禁止等の交通規制を実施した
としても、当該道路が道路交通法第２条第１項第１号に規定す
る「道路」（「道路法（昭和２７年法律第１８０号）第二条第一項に
規定する道路」）であることに変わりはなく、道路交通法が適用
される（ただし、道路交通法上、他法令に反しない限り、車両構
造上の特段の制限はない。）。
　　なお、道路交通法に基づき他の交通主体の通行を禁止する
交通規制を実施した場合に、道路運送車両法及び道路法上「遮
断」されたことになるか否かは当庁において回答する立場にな
いため、当該法律を所管する省庁に相談されたい。

右提案主体からの意見に対し回答されたい。

  現行法上は、県道を一時的に規制し、他の交通を遮断したとして
も、依然として道路法及び道路交通法の適用を受けることから、県
道を横断する際には同法に規定された方法に従って通行しなけれ
ばならないことは承知している。
  今回の提案は、特区制度による特例措置として、「一定時間、一
般交通を完全に遮断し、迂回路を設ける」等の措置を実施したうえ
で、道路を一時的に規制することにより道路法、道路交通法及び道
路運送車両法の適用を除外することを提案するものである。
  当該提案については、輸出をすることを前提とし国内で使用され
ることを想定していない車両について、県道を横断しなければ製造
拠点から港湾地域へ輸送できないというやむを得ない事情があり、
特区制度の趣旨に鑑み特段の措置をお願いしたい。

E

　御提案に係る車両が県道を横断できないのは、道路運送車両
法等の規定に適合しないことによるものであると考えられる。当初
の検討要請に対する回答のとおり、当該車両が県道を横断するこ
とについて、道路交通法上、他法令に反しない限り、車両構造上
の特段の制限はない。
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輸出向け自動車の輸送コストの削減を図ること
等により、国際的に通用する港の構築を目指
す。具体的には、輸出向け自動車を臨港道路を
通行して港湾へ輸送するルート上にある県道を
横断する必要があるが、道路の一部を一時的に
遮断し、一般車両との混在を防止する措置をとる
ことにより、道路交通法、道路運送車両法及び道
路法を適用除外とし、各種制限を超える車両の
輸送を可能とすることにより、分解・組立作業時
間を短縮し、また製品精度の向上を目指す。

提案理由：常陸那珂港港湾関連用地から常陸那珂港へ輸
出向け自動車を積出すにあたり県道を横断する必要があ
る。現行法では県道を横断するだけでも各種規制がかかる
が、外国の鉱山等で利用される仕様となっていることから対
応することが困難であり、本特例措置により、コスト　削減、
品質向上につながる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　代替措置：県道横断時に、他の交
通を遮断するとともに迂回路を設けるなど、一般車両との混
在を防止する措置をとることで、安全の確保が図れると考え
る。

茨城県、
栃木県

警察庁
国土交通省
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